
 

１．法改正の概要 

    平成 27年 9月 4日公布  平成 28年 4月 1日施行 

○農業委員会業務の重点化 

･･･農地利用の最適化 

（担い手への農地集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消） 

 ○農業委員の選出方法の見直し 

                ･･･公選制を市町村長の選任制とする。 

   （市町村議会の同意を得て市町村長が任命）  

    ○委員数（現定数３４名）を削減  

･･･定数基準（政令） 飯田市規模の定数上限は１９名 

    ○農地利用最適化推進委員の新設 

               ･･･担当地域で、担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放棄地 

発生防止・解消活動を行う。（農業委員会が委嘱） 

農業委員、農地利用最適化推進委員は、どちらの立場も非常勤の特

別職に属する地方公務員として同じ扱いとなる。 

 ･･･定数基準（政令） 100haに 1名（上限）                  

    ○現農業委員は任期満了（H29.7）までの間に限り、従前の例により存在する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．改正による組織及び活動の変更内容（検討中） 

・農業委員会は現在 34名、農地部会、振興部会の２部会体制であるが、次期改選後には定数

削減(19名以下)となるため、農業委員会組織は部会制を廃止、毎月総会で法的審議を行う。 

・農地現況調査(農地パトロール)等は農業委員と農地利用最適化推進委員が連携して行う。 

・「担い手への農地集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消」(農地等の利用の最適化)は、

農業委員と農地利用最適化推進委員が連携し、推進する。 

・地域における活動では農地利用最適化推進委員が中心となり、農地有効利用推進、担い手

確保等、担当地区の農業振興を進める。（地区農業振興会議活動） 

産業経済部 農業委員会事務局 

農業委員と農地利用最適化推進委員の役割・棲み分け 

 農業委員  ・・・ 合議体として意思決定する 

          （農地法、施行規則、基盤強化促進法等の法的審査業務） 

                ・・・これに加えて現場活動を行うことは可能 

           具体的には、農地の貸借、売買の許可、決定、農地転用許可への意見等 

                           耕作放棄遊休農地に対する措置（農地パト、意向調査、非農地判定） 

                           法人化その他農業経営の合理化推進、農業一般に関する情報提供 
 

       ・・・ 担当地区の現場での実働を行う 

          （農地利用集積、人・農地プラン検討、耕作放棄地対策） 
具体的には、担当地域における農業者の話し合いの推進 

                          農地の出し手と受け手の働きかけ、担い手への農地利用集積 

耕作放棄遊休農地に対する措置（農地パト、意向調査、非農地判定） 

                          新規参入の支援活動  

 

連携 

農地利用最適
化推進委員 

改正農業委員会法への対応について 

2016.3.10-11  

産業建設委員会協議会資料 
№５ 


